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【別紙３】 

「級格付基準に基づき職務の級を決定されていた職員が昇任する場合の号給の決定について」（平成 18 年３月 29 日付 17 人委任第 179 号承認）について、

下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現  行 

級格付基準に基づき職務の級を決定されていた職員が昇任する場合の号給の決定について 

１及び２ （現行のとおり） 

３ 公安職給料表の適用を受ける職員の取扱い 

⑴ 公安職給料表の適用を受ける職員が昇格する場合の職務の級

平成 31 年４月１日以降、公安職給料表の適用を受ける職員における

１の規定の適用については、昇格する職員の昇格する職務の級を、下表

の「昇格する職務の級」欄に掲げる級に対応する同表の「当該職務の

級」欄に掲げる級として取り扱うものとする。 

昇格する職務の級 当該職務の級 

２級 ３級 

３級 ４級 

４級 ５級 

５級 ６級 

６級 ７級 

７級 ８級 

⑵ 級格付基準に基づき公安職給料表の職務の級を３級に決定されていた

職員が昇格する場合の号給 

平成 30 年３月 31 日において級格付基準に基づき公安職給料表の職務

級格付基準に基づき職務の級を決定されていた職員が昇任する場合の号給の決定について 

１及び２ （略） 

警視庁
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の級を３級に決定されていた職員であって、平成 30 年度の巡査部長昇

任試験又は巡査部長昇任選考に合格し、施行期日の翌日以降に昇格する

者のうち、平成 31 年３月 31 日において公安職給料表２級 133 号給の適

用を受けていた者の昇格する場合の号給は、公安職給料表２級 92 号給

とする。 

４ 施行期日 

平成 31年４月１日 

別表 （現行のとおり） 

３ 施行期日 

平成 30年４月１日 

別表 （略） 
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別紙３ 

「級格付基準に基づき職務の級を決定されていた職員が昇任する場合の号給の決定について」（平成 18 年３月 29 日付 17 人委任第 179 号承認）

について、下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現 行 

級格付基準に基づき職務の級を決定されていた職員が昇任する場合の号給

の決定について 

１及び２ （現行のとおり） 

３ 公安職給料表の適用を受ける職員が昇格する場合の職務の級の取扱い 

  平成 31年４月１日以降、公安職給料表の適用を受ける職員における１

の規定の適用については、昇格する職員の昇格する職務の級を、下表の

「昇格する職務の級」欄に掲げる級に対応する同表の「当該職務の級」

欄に掲げる級として取り扱うものとする。 

昇格する職務の級 当該職務の級 

２級 ３級 

３級 ４級 

４級 ５級 

５級 ６級 

６級 ７級 

７級 ８級 

４ 施行期日 

  平成 31年４月１日 

別表 （現行のとおり） 

級格付基準に基づき職務の級を決定されていた職員が昇任する場合の号給

の決定について 

１及び２ （略） 

３ 施行期日 

  平成 30年４月１日 

別表 （略） 

東京消防庁

　6　



第１から第３まで　（現行のとおり） 第１から第３まで　（略）

第４　昇給の決定 第４　昇給の決定

アからエまで　（現行のとおり）

   【一般職層】    【一般職層】

   【監督職層Ⅰ】　（現行のとおり）    【監督職層Ⅰ】　（略）

   【監督職層Ⅱ】    【監督職層Ⅱ】

（2）及び（3）　（略）

第５から第12まで　（現行のとおり） 第５から第12まで　（略）

　「昇給に関する基準について」（平成18年３月17日付17人委任第155号承認）について、下記のとおり改正する。

昇給に関する基準 昇給に関する基準

　１　（現行のとおり）

（1） （現行のとおり）

　２から６まで　（略）

（2）及び（3）　（現行のとおり）

　２から６まで　（現行のとおり）

　１　（略）

（1） （略）

附　則
　改正後のこの基準は、平成31年４月１日から適用する。

記

現　　行改　　正　　案

アからエまで　（略）

【別紙３】 

勤務の成績の区分 最上位 上位 中位 下位Ⅰ 下位Ⅱ 最下位

付 与 率 又 は
区 分 該 当 職 員

10％以内

30％以内か
ら「最上位」
の職員を除
いた割合

100％から
「上位」以上
及び「下位
Ⅰ」以下の職
員を除いた

割合

総合評定が
Ｄであり、か
つ、前年度の
総合評定が
Ｄ以外の職

員

総合評定が
Ｄであり、か
つ、前年度の
総合評定が
Ｄである職

員

公務に著
しい支障
をきたす

職員

付 与 率 の 目 安 10％ 20％

号 給 数 ６号給 ５号給 ４号給 ３号給 ２号給 昇給なし

70％

※ 「総合評定」とは、業績評価実施要領に基づく第一次評定の総合評定をいう。

勤務の成績の区分 最上位 上位 中位 下位Ⅰ 下位Ⅱ 最下位

付 与 率 又 は
区 分 該 当 職 員

５％以内

30％以内か
ら「最上位」
の職員を除
いた割合

100％から
「上位」以上
及び「下位
Ⅰ」以下の職
員を除いた

割合

総合評定が
Ｄであり、か
つ、前年度の
総合評定が
Ｄ以外の職

員

総合評定が
Ｄであり、か
つ、前年度の
総合評定が
Ｄである職

員

公務に著
しい支障
をきたす

職員

付 与 率 の 目 安 ５％ 25％

号 給 数 ６号給 ５号給 ４号給 ３号給 ２号給 昇給なし

70％

勤務の成績の区分 最上位 上位 中位 下位Ⅱ 下位Ⅲ 最下位

付 与 率 又 は
区 分 該 当 職 員

５％以内

30％以内か
ら「最上位」
の職員を除
いた割合

100％から
「上位」以上
及び「下位

Ⅱ」以下の職
員を除いた

割合

総合評定が
Ｄであり、か
つ、前年度の
総合評定が
Ｄ以外の職

員

総合評定が
Ｄであり、か
つ、前年度の
総合評定が
Ｄである職

員

公務に著
しい支障
をきたす

職員

付 与 率 の 目 安 ５％ 25％

号 給 数 ６号給 ５号給 ４号給 ２号給 １号給 昇給なし

70％

勤務の成績の区分 最上位 上位 中位 下位Ⅱ 下位Ⅲ 最下位

付 与 率 又 は
区 分 該 当 職 員

10％以内

30％以内か
ら「最上位」
の職員を除
いた割合

100％から
「上位」以上
及び「下位

Ⅱ」以下の職
員を除いた

割合

総合評定が
Ｄであり、か
つ、前年度の
総合評定が
Ｄ以外の職

員

総合評定が
Ｄであり、か
つ、前年度の
総合評定が
Ｄである職

員

公務に著
しい支障
をきたす

職員

付 与 率 の 目 安 10％ 20％

号 給 数 ６号給 ５号給 ４号給 ２号給 １号給 昇給なし

※ 「総合評定」とは、業績評価実施要領に基づく第一次評定の総合評定をいう。

70％

知事
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昇給に関する基準 昇給に関する基準

第１から第３まで　（現行のとおり） 第１から第３まで　（略）

第４　昇給の決定 第４　昇給の決定

１　（現行のとおり） １　（略）

（1） （現行のとおり） （1） （略）

アからエまで　（現行のとおり） アからエまで　（略）

   【一般職層】    【一般職層】

   【監督職層Ⅰ】　（現行のとおり）    【監督職層Ⅰ】　（略）

   【監督職層Ⅱ・Ⅲ】    【監督職層Ⅱ・Ⅲ】

（2）及び（3）　（現行のとおり） （2）及び（3）　（略）

第５から第12まで　（現行のとおり） 第５から第12まで　（略）

附　則
　　改正後のこの基準は、平成31年４月１日から適用する。

記

２から６まで　（現行のとおり） ２から６まで　（略）

　「昇給に関する基準について」（平成18年３月23日付17人委任第166号承認）について、下記のとおり改正する。

現　　行改　　正　　案

（4） （3）の規定にかかわらず、第１の（7）に掲げる規則第４条に
定める指導が不適切である教員と認定された者で同規則第７条第
１項第１号の２、第２号又は第３号に決定された者の昇給につい
ては、勤務の成績の区分を下位Ⅱとする。

（4） （3）の規定にかかわらず、第１の（7）に掲げる規則第４条に
定める指導が不適切である教員と認定された者で同規則第７条第
１項第１号の２、第２号又は第３号に決定された者の昇給につい
ては、勤務の成績の区分を下位Ⅰとする。

【別紙２】 

勤務の成績の区分 最上位 上位 中位 下位Ⅰ 下位Ⅱ 最下位

付 与 率 又 は
区 分 該 当 職 員

10％以内

30％以内か
ら「最上位」
の職員を除
いた割合

100％から
「上位」以上
及び「下位
Ⅰ」以下の職
員を除いた
割合

総合評定が
Ｄであり、か
つ、前年度の
総合評定が
Ｄ以外の職

員

総合評定が
Ｄであり、か
つ、前年度の
総合評定が
Ｄである職

員

公務に著
しい支障
をきたす
職員

付 与 率 の 目 安 10％ 20％

号 給 数 ６号給 ５号給 ４号給 ３号給 ２号給 昇給なし

70％

※ 「総合評定」とは、業績評価実施要領等に基づく第一次評定の総合評定又は第一次評価の総合評価をいう。

勤務の成績の区分 最上位 上位 中位 下位Ⅰ 下位Ⅱ 最下位

付 与 率 又 は
区 分 該 当 職 員

５％以内

30％以内か
ら「最上位」
の職員を除
いた割合

100％から
「上位」以上
及び「下位
Ⅰ」以下の職
員を除いた
割合

総合評定が
Ｄであり、か
つ、前年度の
総合評定が
Ｄ以外の職

員

総合評定が
Ｄであり、か
つ、前年度の
総合評定が
Ｄである職

員

公務に著
しい支障
をきたす
職員

付 与 率 の 目 安 ５％ 25％

号 給 数 ６号給 ５号給 ４号給 ３号給 ２号給 昇給なし

70％

勤務の成績の区分 最上位 上位 中位 下位Ⅱ 下位Ⅲ 最下位

付 与 率 又 は
区 分 該 当 職 員

５％以内

30％以内か
ら「最上位」
の職員を除
いた割合

100％から
「上位」以上
及び「下位
Ⅱ」以下の職
員を除いた
割合

総合評定が
Ｄであり、か
つ、前年度の
総合評定が
Ｄ以外の職

員

総合評定が
Ｄであり、か
つ、前年度の
総合評定が
Ｄである職

員

公務に著
しい支障
をきたす
職員

付 与 率 の 目 安 ５％ 25％

号 給 数 ６号給 ５号給 ４号給 ２号給 １号給 昇給なし

70％

勤務の成績の区分 最上位 上位 中位 下位Ⅱ 下位Ⅲ 最下位

付 与 率 又 は
区 分 該 当 職 員

10％以内

30％以内か
ら「最上位」
の職員を除
いた割合

100％から
「上位」以上
及び「下位
Ⅱ」以下の職
員を除いた
割合

総合評定が
Ｄであり、か
つ、前年度の
総合評定が
Ｄ以外の職

員

総合評定が
Ｄであり、か
つ、前年度の
総合評定が
Ｄである職

員

公務に著
しい支障
をきたす
職員

付 与 率 の 目 安 10％ 20％

号 給 数 ６号給 ５号給 ４号給 ２号給 １号給 昇給なし

※ 「総合評定」とは、業績評価実施要領等に基づく第一次評定の総合評定又は第一次評価の総合評価をいう。

70％

教育委員会
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【別紙４】 

「昇給に関する基準」（平成 18年３月 17日付 17人委任第 155号承認）について、下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現  行 

昇給に関する基準 

第１及び第２ （現行のとおり） 

第３ 昇給の決定区分 

 （現行のとおり） 

第４ 昇給の決定 

１ （現行のとおり） 

(1) （現行のとおり）

アからウまで （現行のとおり）

昇給に関する基準 

第１及び第２ （略） 

第３ 昇給の決定区分 

（略） 

第４ 昇給の決定 

１ （略） 

(1) （略）

アからウまで （略）

区分 公安職給料表
行政職給料表

(一)
行政職給料表

(二)
医療職給料表

(一)
医療職給料表

(二)
医療職給料表

(三)

一般職層

１級職
２級職
３級職
４級職

１級職
２級職

１級職
２級職

１級職
２級職

１級職
２級職

監督職層
５級職

（階級が警部補で

ある者に限る。）

３級職
４級職

管理職等

５級職
（階級が警部で

ある者に限る。）

６級職
７級職
８級職

３級職
４級職

３級職
４級職
５級職

３級職
４級職

３級職
４級職

区分 公安職給料表
行政職給料表

(一)
行政職給料表

(二)
医療職給料表

(一)
医療職給料表

(二)
医療職給料表

(三)

一般職層
１級職
２級職
３級職

１級職
２級職

１級職
２級職

１級職
２級職

１級職
２級職

監督職層
４級職

（階級が警部補で

ある者に限る。）

３級職
４級職

管理職等

４級職
（階級が警部で

ある者に限る。）

５級職
６級職
７級職

３級職
４級職

３級職
４級職
５級職

３級職
４級職

３級職
４級職

警視庁
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 (2)及び(3) （現行のとおり） 

２から７まで （現行のとおり） 

第５から第１２まで （現行のとおり） 

附 則 

改正後のこの基準は、平成 31年４月１日から適用する。 

(2)及び(3) （略）

２から７まで （略） 

第５から第１２まで （略） 

　【一般職層】

勤務の成績の区分 最上位 上位 中位 下位Ⅱ 下位Ⅲ 最下位

付　与　率　又　は
区 分 該 当 職 員

５％以内
30％以内から「最
上位」の職員を除

いた割合

100％から
「上位」以上及び

「下位Ⅱ」以下の職
員を除いた割合

業績評価欄の評語が
第一次評価、第二次

評価ともに「Ｅ」であり、
かつ、前年度の業績
評価欄の評語が第一
次評価、第二次評価
ともに「E」以外の職員

業績評価欄の評語が
第一次評価、第二次

評価ともに「Ｅ」であり、
かつ、前年度の業績
評価欄の評語が第一
次評価、第二次評価

ともに「Ｅ」の職員

公務に著しい支障を
きたす職員

付 与 率 の 目 安 5% 25%

号　　 　給　　 　数 ６号給 ５号給 ４号給 ２号給 １号給 昇給なし

70%

　【監督職層】

勤務の成績の区分 最上位 上位 中位 下位Ⅱ 下位Ⅲ 最下位

付　与　率　又　は
区 分 該 当 職 員

10％以内
30％以内から「最
上位」の職員を除

いた割合

100％から
「上位」以上及び

「下位Ⅱ」以下の職
員を除いた割合

業績評価欄の評語が
第一次評価、第二次

評価ともに「Ｅ」であり、
かつ、前年度の業績
評価欄の評語が第一
次評価、第二次評価
ともに「E」以外の職員

業績評価欄の評語が
第一次評価、第二次

評価ともに「Ｅ」であり、
かつ、前年度の業績
評価欄の評語が第一
次評価、第二次評価

ともに「Ｅ」の職員

公務に著しい支障を
きたす職員

付 与 率 の 目 安 10% 20%

号　　 　給　　 　数 ６号給 ５号給 ４号給 ２号給 １号給 昇給なし

※「業績評価」とは、人事評価の実施要領に基づき第一次評価者及び第二次評価者が行う業績評価をいう。

※第一次評価、第二次評価のいずれかの評価が行われなかった場合、実施されなかった評価の業績評価欄の評語については、実施された評価と同一の評
語が付されたものとみなす。

70%

　【一般職層】

勤務の成績の区分 最上位 上位 中位 下位Ⅰ 下位Ⅱ 最下位

付　与　率　又　は
区 分 該 当 職 員

５％以内
30％以内から「最
上位」の職員を除

いた割合

100％から
「上位」以上及び

「下位Ⅰ」以下の職
員を除いた割合

業績評価欄の評語が
第一次評価、第二次

評価ともに「Ｅ」であり、
かつ、前年度の業績
評価欄の評語が第一
次評価、第二次評価
ともに「E」以外の職員

業績評価欄の評語が
第一次評価、第二次

評価ともに「Ｅ」であり、
かつ、前年度の業績
評価欄の評語が第一
次評価、第二次評価

ともに「Ｅ」の職員

公務に著しい支障を
きたす職員

付 与 率 の 目 安 5% 25%

号　　 　給　　 　数 ６号給 ５号給 ４号給 ３号給 ２号給 昇給なし

70%

　【監督職層】

勤務の成績の区分 最上位 上位 中位 下位Ⅰ 下位Ⅱ 最下位

付　与　率　又　は
区 分 該 当 職 員

10％以内
30％以内から「最
上位」の職員を除

いた割合

100％から
「上位」以上及び

「下位Ⅰ」以下の職
員を除いた割合

業績評価欄の評語が
第一次評価、第二次

評価ともに「Ｅ」であり、
かつ、前年度の業績
評価欄の評語が第一
次評価、第二次評価
ともに「E」以外の職員

業績評価欄の評語が
第一次評価、第二次

評価ともに「Ｅ」であり、
かつ、前年度の業績
評価欄の評語が第一
次評価、第二次評価

ともに「Ｅ」の職員

公務に著しい支障を
きたす職員

付 与 率 の 目 安 10% 20%

号　　 　給　　 　数 ６号給 ５号給 ４号給 ３号給 ２号給 昇給なし

70%

※「業績評価」とは、人事評価の実施要領に基づき第一次評価者及び第二次評価者が行う業績評価をいう。
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別紙４ 

「昇給に関する基準」（平成 18 年３月 17 日付 17 人委任第 155 号承認）について、下記のとおり改正する。 

改 正 案 現  行 

昇給に関する基準 

第１及び第２ （現行のとおり） 

第３ 昇給の決定区分 

 （現行のとおり） 

区 分 
公 安 職 

給 料 表 

行 政 職 

給料表(一) 

行 政 職 

給料表(二) 

医 療 職 

給料表(二) 

医 療 職 

給料表(三) 

一般職層 

１級職 

２級職 

３級職 

１級職 

２級職 

１級職 

２級職 

１級職 

２級職 

１級職 

２級職 

監督職層Ⅰ ３級職 ３級職 ３級職 

監督職層Ⅱ 
４級職 

５級職 

３級職 

４級職 

管理職層 

６級職 

７級職 

８級職 

４級職 ４級職 ４級職 

第４ 昇給の決定 

１ （現行のとおり） 

⑴ （現行のとおり）

アからエまで （現行のとおり）

昇給に関する基準 

第１及び第２ （略） 

第３ 昇給の決定区分 

（略） 

区 分 
公 安 職 

給 料 表 

行 政 職 

給料表(一) 

行 政 職 

給料表(二) 

医 療 職 

給料表(二) 

医 療 職 

給料表(三) 

一般職層 

１級職 

２級職 

３級職 

４級職 

１級職 

２級職 

１級職 

２級職 

１級職 

２級職 

１級職 

２級職 

監督職層Ⅰ ３級職 ３級職 ３級職 

監督職層Ⅱ 
５級職 

６級職 

３級職 

４級職 

管理職層 

７級職 

８級職 

９級職 

４級職 ４級職 ４級職 

第４ 昇給の決定 

１ （略） 

⑴ （略）

アからエまで （略）

東京消防庁
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【一般職層】 

【監督職層Ⅰ】 （現行のとおり） 

【監督職層Ⅱ】 

※ 「評定結果」とは、東京消防庁職員人事評価規程実施要綱に基づく、調整後の実績評定をいう。

⑵ から⑷まで （現行のとおり）

２から６まで （現行のとおり） 

第５から第 12 まで （現行のとおり） 

附則 改正後のこの基準は、平成31年４月１日から適用する。 

【一般職層】 

【監督職層Ⅰ】 （略） 

【監督職層Ⅱ】 

※ 「評定結果」とは、東京消防庁職員人事評価規程実施要綱に基づく、調整後の実績評定をいう。

⑵ から⑷まで （略）

２から６まで （略） 

第５から第 12 まで （略） 

勤務の成績の
区分

最上位 上位 中位 下位Ⅱ 下位Ⅲ 最下位

付 与 率 又 は
区分該当職員

５％以内

30％以内から
「最上位」の
職員を除いた

割合

100％から「上
位」以上及び
「下位Ⅱ」以
下の職員を除
いた割合

評定結果が２
の職員

評定結果が１
の職員

公務に著しい
支障をきたす

職員

付与率の目安 5% 25%

号 給 数 ６号給 ５号給 ４号給 ２号給 １号給 昇給なし

70%

勤務の成績の
区分

最上位 上位 中位 下位Ⅱ 下位Ⅲ 最下位

付 与 率 又 は
区分該当職員

10％以内

30％以内から
「最上位」の
職員を除いた

割合

100％から「上
位」以上及び
「下位Ⅱ」以
下の職員を除
いた割合

評定結果が２
の職員

評定結果が１
の職員

公務に著しい
支障をきたす

職員

付与率の目安 10% 20%

号 給 数 ６号給 ５号給 ４号給 ２号給 １号給 昇給なし

70%

勤務の成績の
区分

最上位 上位 中位 下位Ⅰ 下位Ⅱ 最下位

付 与 率 又 は
区分該当職員

５％以内

30％以内から
「最上位」の
職員を除いた

割合

100％から「上
位」以上及び
「下位Ⅰ」以
下の職員を除
いた割合

評定結果が２
の職員

評定結果が１
の職員

公務に著しい
支障をきたす

職員

付与率の目安 5% 25%

号 給 数 ６号給 ５号給 ４号給 ３号給 ２号給 昇給なし

70%

勤務の成績の
区分

最上位 上位 中位 下位Ⅰ 下位Ⅱ 最下位

付 与 率 又 は
区分該当職員

10％以内

30％以内から
「最上位」の
職員を除いた

割合

100％から「上
位」以上及び
「下位Ⅰ」以
下の職員を除
いた割合

評定結果が２
の職員

評定結果が１
の職員

公務に著しい
支障をきたす

職員

付与率の目安 10% 20%

号 給 数 ６号給 ５号給 ４号給 ３号給 ２号給 昇給なし

70%
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「局長級職員の成績率の運用に関する要綱の制定について」（平成23年３月24日付22人委任第131号承認）について、下記のとおり改正する。 

記 

改  正  案 現 行 

局長級職員の成績率の運用に関する要綱 

第１及び第２ （現行のとおり） 

（局長級職員の成績率の内容） 

第３ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 上 位 １００００分の１０２５０超１００００分の１２２９９以下の範囲で、

支給の都度知事が定め、支給日までに人事委員会へ報告する。 

(2) 中 位 １００００分の９５３２．５以上１００００分の１０２５０以下の範

囲で、支給の都度知事が定め、支給日までに人事委員会へ報告する。 

(3) 下 位 １００００分の９０２０

３ 前２項の規定にかかわらず、総務局長が別に定めるものの成績率は、１００００

分の１０２５０とする。 

第４から第６まで （現行のとおり） 

（局長級職員業績評価による評価がなされない者等の取扱い） 

第７ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 局長級職員又は再任用局長級職員でなかった者（他の任命権者において局長級

職員又は再任用局長級職員でなかった者を含む。）で、局長級職員業績評価の評価

基準日の翌日以降に再任用局長級職員として採用された者（公益的法人等への一

般職の地方公務員の派遣等に関する法律第１０条第１項の規定により採用された

者で、局長級職員業績評価による評価がなされたものを除く。)           中位

(2)から(4) まで （現行のとおり） 

局長級職員の成績率の運用に関する要綱 

第１及び第２ （略） 

（局長級職員の成績率の内容） 

第３  （略） 

２ （略） 

(1) 上 位 １００００分の１０５００超１００００分の１２５９９以下の範囲で、

支給の都度知事が定め、支給日までに人事委員会へ報告する。 

(2) 中 位 １００００分の９７６５以上１００００分の１０５００以下の範囲で、

支給の都度知事が定め、支給日までに人事委員会へ報告する。 

(3) 下 位 １００００分の９２４０

３ 前２項の規定にかかわらず、総務局長が別に定めるものの成績率は、１００００

分の１０５００とする。 

第４から第６まで （略） 

（局長級職員業績評価による評価がなされない者等の取扱い） 

第７ （略） 

２ （略） 

(1) 局長級職員又は再任用局長級職員でなかった者（他の任命権者において局長級

職員又は再任用局長級職員でなかった者を含む。）で、局長級職員業績評価の評価

基準日の翌日以降に再任用局長級職員として採用された者（公益的法人等への一

般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年法律第５０号）第１０条第

１項の規定により採用された者で、局長級職員業績評価による評価がなされたもの

を除く。)                              中位

(2)から(4) まで （略） 

別 紙 
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第８から第１０まで （現行のとおり） 

附 則 

この要綱は、平成３１年６月に支給する勤勉手当から適用する。 

第８から第１０まで （略） 
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【別紙５】 

「成績率の運用に関する要綱の制定について」（平成15年３月25日付14人委任第216号承認）について、下記のとおり改正する。 

記 

改  正  案 現 行 

成績率の運用に関する要綱 

第１及び第２ （現行のとおり） 

（用語の定義） 

第３ （現行のとおり） 

(1)から(10)まで （現行のとおり） 

(11) 局長 組織規程第９条第１項に規定する局長並びに都民安全推進本部長、戦

略政策情報推進本部長、住宅政策本部長、病院経営本部長、中央卸売市場長、

収用委員会事務局長及び労働委員会事務局長をいう。

(12) （現行のとおり）

（行（一）５級等職員の成績率の内容） 

第４ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 最上位 （現行のとおり）

(2) 上 位 （現行のとおり）

(3) 中 位 １００００分の１２０９０

(4) 下 位 １００００分の１１４４０

(5) 最下位  （現行のとおり）

成績率の運用に関する要綱 

第１及び第２ （略） 

（用語の定義） 

第３ （略） 

(1)から(10)まで （略） 

(11) 局長 組織規程第９条第１項に規定する局長並びに青少年・治安対策本部長、

病院経営本部長、中央卸売市場長、収用委員会事務局長及び労働委員会事務局

長をいう。

(12) （略）

（行（一）５級等職員の成績率の内容） 

第４ （略） 

２ （略） 

(1) 最上位 （略）

(2) 上 位 （略）

(3) 中 位 １００００分の１２５５５

(4) 下 位 １００００分の１１８８０

(5) 最下位 （略）

知事
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（行（一）４級等職員の成績率の内容） 

第５ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 最上位 （現行のとおり）

(2) 上 位 （現行のとおり）

(3) 中 位(A) （現行のとおり）

(4) 中 位(B) １００００分の１１２８０

(5) 下 位 １００００分の１０６８０

(6) 最下位 （現行のとおり）

（行政系課長代理等職員の成績率の内容） 

第６ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 最上位 （現行のとおり）

(2) 上 位 （現行のとおり）

(3) 中 位 １００００分の９５００

(4) 下 位 １００００分の８９００

(5) 対象外 １００００分の１００００

（行政系主任級以下及び技能系等職員の成績率の内容） 

第７ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 上 位 （現行のとおり）

(2) 中 位 １００００分の９６００

(3) 下 位 １００００分の９０００

(4) 対象外 １００００分の１００００

（再任用管理職員の成績率の内容） 

（行（一）４級等職員の成績率の内容） 

第５ （略） 

２ （略） 

(1) 最上位 （略）

(2) 上 位 （略）

(3) 中 位(A) （略）

(4) 中 位(B) １００００分の１１７５０

(5) 下 位 １００００分の１１１２５

(6) 最下位 （略）

（行政系課長代理等職員の成績率の内容） 

第６ （略） 

２ （略） 

(1) 最上位 （略）

(2) 上 位 （略）

(3) 中 位 １００００分の９９７５

(4) 下 位 １００００分の９３４５

(5) 対象外 １００００分の１０５００

（行政系主任級以下及び技能系等職員の成績率の内容） 

第７ （略） 

２ （略） 

(1) 上 位 （略）

(2) 中 位 １００００分の１００８０

(3) 下 位 １００００分の９４５０

(4) 対象外 １００００分の１０５００

（再任用管理職員の成績率の内容） 
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第８ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 上 位 （現行のとおり）

(2) 中 位 １００００分の５４０５

(3) 下 位 １００００分の５１１７．５

（再任用行政系課長代理等職員の成績率の内容） 

第９ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 上 位 （現行のとおり）

(2) 中 位 １００００分の４５１２．５

(3) 下 位 １００００分の４２２７．５

(4) 対象外 １００００分の４７５０

（再任用行政系主任級以下及び再任用技能系等職員の成績率の内容） 

第１０ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 上 位 （現行のとおり）

(2) 中 位 １００００分の４５６０

(3) 下 位 １００００分の４２７５

(4) 対象外 １００００分の４７５０

第１１から第２２まで （現行のとおり） 

附 則 

この要綱は、平成３１年６月に支給する勤勉手当から適用する。 

第８ （略） 

２ （略） 

(1) 上 位 （略）

(2) 中 位 １００００分の５６４０

(3) 下 位 １００００分の５３４０

（再任用行政系課長代理等職員の成績率の内容） 

第９ （略） 

２ （略） 

(1) 上 位 （略）

(2) 中 位 １００００分の４７５０

(3) 下 位 １００００分の４４５０

(4) 対象外 １００００分の５０００

（再任用行政系主任級以下及び再任用技能系等職員の成績率の内容） 

第１０ （略） 

２ （略） 

(1) 上 位 （略）

(2) 中 位 １００００分の４８００

(3) 下 位 １００００分の４５００

(4) 対象外 １００００分の５０００

第１１から第２２まで （略） 
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成績率の運用に関する要綱（平成15年３月25日付14人委任第216号承認）について、下記のとおり改正する。 

記 

改  正  案 現 行 

成績率の運用に関する要綱 

第１から第３まで（現行のとおり） 

（行（一）５級等職員の成績率の内容） 

第４ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 最上位 （現行のとおり）

(2) 上 位 （現行のとおり）

(3) 中 位 １００００分の１２０９０

(4) 下 位 １００００分の１１４４０

(5) 最下位  （現行のとおり）

（行（一）４級等職員の成績率の内容） 

第５ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 最上位 （現行のとおり）

(2) 上 位 （現行のとおり）

(3) 中 位(A) （現行のとおり）

(4) 中 位(B) １００００分の１１２８０

(5) 下 位 １００００分の１０６８０

成績率の運用に関する要綱 

第１から第３まで（略） 

（行（一）５級等職員の成績率の内容） 

第４ （略） 

２ （略） 

(1) 最上位 （略）

(2) 上 位 （略）

(3) 中 位 １００００分の１２５５５

(4) 下 位 １００００分の１１８８０

(5) 最下位  （略）

（行（一）４級等職員の成績率の内容） 

第５ （略） 

２ （略） 

(1) 最上位 （略）

(2) 上 位 （略）

(3) 中 位(A) （略）

(4) 中 位(B) １００００分の１１７５０

(5) 下 位 １００００分の１１１２５

【別紙３】 

教育・行政系
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(6) 最下位  （現行のとおり）

（行政系課長代理等職員の成績率の内容） 

第６ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 最上位 （現行のとおり）

(2) 上 位 （現行のとおり）

(3) 中 位 １００００分の９５００

(4) 下 位 １００００分の８９００

(5) 対象外 １００００分の１００００

（行政系主任級以下及び技能系等職員の成績率の内容） 

第７ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 上 位 （現行のとおり）

(2) 中 位 １００００分の９６００

(3) 下 位 １００００分の９０００

(4) 対象外 １００００分の１００００

（再任用管理職員の成績率の内容） 

第８ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 上 位 （現行のとおり）

(2) 中 位 １００００分の５４０５

(3) 下 位 １００００分の５１１７．５

(6) 最下位  （略）

（行政系課長代理等職員の成績率の内容） 

第６ （略） 

２ （略） 

(1) 最上位 （略）

(2) 上 位 （略）

(3) 中 位 １００００分の９９７５

(4) 下 位 １００００分の９３４５

(5) 対象外 １００００分の１０５００

（行政系主任級以下及び技能系等職員の成績率の内容） 

第７ （略） 

２ （略） 

(1) 上 位 （略）

(2) 中 位 １００００分の１００８０

(3) 下 位 １００００分の９４５０

(4) 対象外 １００００分の１０５００

（再任用管理職員の成績率の内容） 

第８ （略） 

２ （略） 

(1) 上 位 （略）

(2) 中 位 １００００分の５６４０

(3) 下 位 １００００分の５３４０
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（再任用行政系課長代理等職員の成績率の内容） 

第９ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 上 位 （現行のとおり）

(2) 中 位 １００００分の４５１２．５

(3) 下 位 １００００分の４２２７．５

(4) 対象外 １００００分の４７５０

（再任用行政系主任級以下及び再任用技能系等職員の成績率の内容） 

第１０ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 上 位 （現行のとおり）

(2) 中 位 １００００分の４５６０

(3) 下 位 １００００分の４２７５

(4) 対象外 １００００分の４７５０

第１１から第２２まで （現行のとおり） 

附 則 

この要綱は、平成３１年６月に支給する勤勉手当から適用する。 

（再任用行政系課長代理等職員の成績率の内容） 

第９ （略） 

２ （略） 

(1) 上 位 （略）

(2) 中 位 １００００分の４７５０

(3) 下 位 １００００分の４４５０

(4) 対象外 １００００分の５０００

（再任用行政系主任級以下及び再任用技能系等職員の成績率の内容） 

第１０ （略） 

２ （略） 

(1) 上 位 （略）

(2) 中 位 １００００分の４８００

(3) 下 位 １００００分の４５００

(4) 対象外 １００００分の５０００

第１１から第２２まで （略） 
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教育職員等の成績率の運用に関する要綱（平成８年３月29日付７人委任第223号承認）について、下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現  行 

教育職員等の成績率の運用に関する要綱 

第１から第３まで （現行のとおり） 

（教育５級等職員の成績率の内容） 

第４ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

（1）最上位 （現行のとおり） 

（2）上 位 （現行のとおり） 

（3）中 位 １００００分の１１２８０ 

（4）下 位 １００００分の１０６８０ 

（5）最下位 （現行のとおり） 

（教育監督職等職員の成績率の内容） 

第５ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

（1）最上位 （現行のとおり） 

（2）上 位 （現行のとおり） 

（3）中 位 １００００分の９５００ 

（4）下 位 １００００分の８９００ 

（5）対象外 １００００分の１００００ 

（教育一般職員の成績率の内容） 

第６ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

（1）上 位 （現行のとおり） 

（2）中 位 １００００分の９６００ 

教育職員等の成績率の運用に関する要綱 

第１から第３まで （略） 

（教育５級等職員の成績率の内容） 

第４ （略） 

２ （略） 

（1）最上位 （略） 

（2）上 位 （略） 

（3）中 位 １００００分の１１７５０ 

（4）下 位 １００００分の１１１２５ 

（5）最下位 （略） 

（教育監督職等職員の成績率の内容） 

第５ （略） 

２ （略） 

（1）最上位 （略） 

（2）上 位 （略） 

（3）中 位 １００００分の９９７５ 

（4）下 位 １００００分の９３４５ 

（5）対象外 １００００分の１０５００ 

（教育一般職員の成績率の内容） 

第６ （略） 

２ （略） 

（1）上 位 （略） 

（2）中 位 １００００分の１００８０ 

【別紙４】 

教員
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（3）下 位 １００００分の９０００ 

（4）対象外 １００００分の１００００ 

（再任用教育管理職員の成績率の内容） 

第７ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

（1）上 位 （現行のとおり） 

（2）中 位 １００００分の５４０５ 

（3）下 位 １００００分の５１１７．５ 

（再任用教育監督職等職員の成績率の内容） 

第８ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

（1）上 位 （現行のとおり） 

（2）中 位 １００００分の４５１２.５ 

（3）下 位 １００００分の４２２７.５ 

（4）対象外 １００００分の４７５０ 

（再任用教育一般職員の成績率の内容） 

第９ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

（1）上 位 （現行のとおり） 

（2）中 位 １００００分の４５６０ 

（3）下 位 １００００分の４２７５ 

（4）対象外 １００００分の４７５０ 

第１０から第２０まで （現行のとおり） 

附 則 

この要綱は、平成３１年６月に支給する勤勉手当から適用する。 

（3）下 位 １００００分の９４５０ 

（4）対象外 １００００分の１０５００ 

（再任用教育管理職員の成績率の内容） 

第７ （略） 

２ （略） 

（1）上 位 （略） 

（2）中 位 １００００分の５６４０ 

（3）下 位 １００００分の５３４０ 

（再任用教育監督職等職員の成績率の内容） 

第８ （略） 

２ （略） 

（1）上 位 （略） 

（2）中 位 １００００分の４７５０ 

（3）下 位 １００００分の４４５０ 

（4）対象外 １００００分の５０００ 

（再任用教育一般職員の成績率の内容） 

第９ （略） 

２ （略） 

（1）上 位 （略） 

（2）中 位 １００００分の４８００ 

（3）下 位 １００００分の４５００ 

（4）対象外 １００００分の５０００ 

第１０から第２０まで （略） 
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警視庁
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別紙５ 

「東京消防庁職員の勤勉手当における成績率の運用に関する要綱」（平成１５年３月２５日付１４人委任第２１６号承認）について、下記の

とおり改正する。 

改 正 案 現  行 

東京消防庁職員の勤勉手当における成績率の運用に関する要綱 

第１から第３まで （現行のとおり） 

第４ 部長級職員の成績率の内容 

１ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

⑴ 最上位 （現行のとおり）

⑵ 上 位 （現行のとおり）

⑶ 中 位 １００００分の１２０９０

⑷ 下 位 １００００分の１１４４０

⑸ 最下位 （現行のとおり）

第５ 課長級職員の成績率の内容 

１ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

⑴ 最上位 （現行のとおり）

⑵ 上 位 （現行のとおり）

⑶ 中 位 １００００分の１１２８０

⑷ 下 位 １００００分の１０６８０

⑸ 最下位 （現行のとおり）

第６ 係長等職員の成績率の内容 

１ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

東京消防庁職員の勤勉手当における成績率の運用に関する要綱 

第１から第３まで （略） 

第４ 部長級職員の成績率の内容 

１ （略） 

２ （略） 

⑴ 最上位 （略）

⑵ 上 位 （略）

⑶ 中 位 １００００分の１２５５５

⑷ 下 位 １００００分の１１８８０

⑸ 最下位 （略）

第５ 課長級職員の成績率の内容 

１ （略） 

２ （略） 

⑴ 最上位 （略）

⑵ 上 位 （略）

⑶ 中 位 １００００分の１１７５０

⑷ 下 位 １００００分の１１１２５

⑸ 最下位 （略）

第６ 係長等職員の成績率の内容 

１ （略） 

２ （略） 

東京消防庁
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⑴ 最上位 （現行のとおり）

⑵ 上 位 （現行のとおり）

⑶ 中 位 １００００分の９５００

⑷ 下 位 １００００分の９２００

⑸ 最下位 １００００分の８９００

⑹ 対象外 １００００分の１００００

第７ 主任級以下職員の成績率の内容 

１ （現行のとおり) 

２ （現行のとおり） 

⑴ 最上位 （現行のとおり）

⑵ 上 位 （現行のとおり）

⑶ 中 位 １００００分の９６００

⑷ 下 位 １００００分の９３００

⑸ 最下位 １００００分の９０００

⑹ 対象外 １００００分の１００００

第８ 再任用管理職員の成績率の内容 

１ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

⑴ 上 位 （現行のとおり）

⑵ 中 位 １００００分の５４０５

⑶ 下 位 １００００分の５１１７．５

第９ 再任用係長等職員の成績率の内容 

１ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

⑴ 上 位 （現行のとおり）

⑵ 中 位 １００００分の４５１２．５

⑶ 下 位 １００００分の４２２７．５

⑷ 対象外 １００００分の４７５０

⑴ 最上位 （略）

⑵ 上 位 （略）

⑶ 中 位 １００００分の９９７５

⑷ 下 位 １００００分の９６６０

⑸ 最下位 １００００分の９３４５

⑹ 対象外 １００００分の１０５００

第７ 主任級以下職員の成績率の内容 

１ （略） 

２ （略） 

⑴ 最上位 （略）

⑵ 上 位 （略）

⑶ 中 位 １００００分の１００８０

⑷ 下 位 １００００分の９７６５

⑸ 最下位 １００００分の９４５０

⑹ 対象外 １００００分の１０５００

第８ 再任用管理職員の成績率の内容 

１ （略） 

２ （略） 

⑴ 上 位 （略）

⑵ 中 位 １００００分の５６４０

⑶ 下 位 １００００分の５３４０

第９ 再任用係長等職員の成績率の内容 

１ （略） 

２ （略） 

⑴ 上 位 （略）

⑵ 中 位 １００００分の４７５０

⑶ 下 位 １００００分の４４５０

⑷ 対象外 １００００分の５０００
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第１０ 再任用主任級以下職員の成績率の内容 

１ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

⑴ 上 位 （現行のとおり）

⑵ 中 位 １００００分の４５６０

⑶ 下 位 １００００分の４２７５

⑷ 対象外 １００００分の４７５０

第１１から第２５まで （現行のとおり） 

附 則 

この要綱は、平成３１年６月に支給する勤勉手当から適用する。 

第１０ 再任用主任級以下職員の成績率の内容 

１ （略） 

２ （略） 

⑴ 上 位 （略）

⑵ 中 位 １００００分の４８００

⑶ 下 位 １００００分の４５００

⑷ 対象外 １００００分の５０００

第１１から第２５まで （略） 
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  別 紙 

「オリンピック・パラリンピック等に選手として参加する職員の職務専念義務の免除及び給与の

取扱いについて」（平成 27 年 10 月５日付 27 人委任第 80 号同意・承認）の一部を下記のとおり改

正する。 

記 

改 正 案 現 行 

オリンピック・パラリンピック等に選手等と

して参加する職員の職務専念義務の免除及

び給与の取扱いについて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （現行のとおり）

エ ア、イ及びウに該当する者（パラリ

ンピックに限る。）の指導を行う者又

は競技時における行動を補助する者

（以下「指導者等」という。）として

競技団体から証明を受けた者 

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手又は指導者

等として参加する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手又は指導

者等として参加する場合 

(3) （現行のとおり）

２ 給与上の取扱い 

  １（１）ア及びエに定める者が、同（２） 

アにより職務専念義務が免除された日及

オリンピック・パラリンピック等に選手とし

て参加する職員の職務専念義務の免除及び

給与の取扱いについて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （略）

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手として参加

する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手として参

加する場合 

(3) （略）

２ 給与上の取扱い 

  １（１）アに定める者が、同（２）アに 

より職務専念義務が免除された日及び時 

知 事
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び時間に限り、給与の減額を免除する。 

３ （現行のとおり） 

（削除） 

４ 実施時期 

平成 31 年４月１日 

間に限り、給与の減額を免除する。 

３ （略） 

４ 一般職非常勤職員に関する取扱い 

  一般職非常勤職員については、その勤務

形態等に鑑み、常勤職員とは異なる取扱い

をする必要があることから、以下のとおり

とする。また、「一般職非常勤職員の職務

専念義務の免除及び報酬減額の免除につ

いて」（平成 27年３月 24日付 26人委任第

175 号同意・承認）を別紙のとおり改正す

る。 

(1) 職務専念義務 免除しない

(2) 報酬減額 免除しない

５ 実施時期 

平成 30 年４月１日 
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別 紙 

「オリンピック・パラリンピック等に選手として参加する職員の職務専念義務の免除及び給与の

取扱いについて」（平成 27 年 10 月５日付 27 人委任第 80 号同意・承認）の一部を下記のとおり改

正する。 

記 

改 正 案 現 行 

オリンピック・パラリンピック等に選手等と

して参加する職員の職務専念義務の免除及

び給与の取扱いについて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （現行のとおり）

エ ア、イ及びウに該当する者（パラリ

ンピックに限る。）の指導を行う者又

は競技時における行動を補助する者

（以下「指導者等」という。）として

競技団体から証明を受けた者 

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手又は指導者

等として参加する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手又は指導

者等として参加する場合 

(3) （現行のとおり）

オリンピック・パラリンピック等に選手とし

て参加する職員の職務専念義務の免除及び

給与の取扱いについて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （略）

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手として参加

する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手として参

加する場合 

(3) （略）

教育委員会
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２ 給与上の取扱い 

  １（１）ア及びエに定める者が、同（２） 

アにより職務専念義務が免除された日及

び時間に限り、給与の減額を免除する。 

３ （現行のとおり） 

（削除） 

４ 実施時期 

平成３１年４月１日 

２ 給与上の取扱い 

  １（１）アに定める者が、同（２）アに 

より職務専念義務が免除された日及び時 

間に限り、給与の減額を免除する。 

３ （略） 

４ 一般職非常勤職員及び日勤講師に関す

る取扱い 

  一般職非常勤職員及び日勤講師につい

ては、その勤務形態等に鑑み、常勤職員と

は異なる取扱いをする必要があることか

ら、以下のとおりとする。また、「一般職

非常勤職員の職務専念義務の免除及び報

酬減額の免除について」及び「日勤講師の

職務専念義務の免除及び報酬の減額免除

について」（いずれも平成 27 年３月 24 日

付 26 人委任第 175 号同意・承認）を別紙

のとおり改正する。 

(1) 職務専念義務 免除しない

(2) 報酬減額 免除しない 

５ 実施時期 

平成３０年４月１日 
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  別 紙 

「オリンピック・パラリンピック等に選手として参加する職員の職務専念義務の免除及び給与の

取扱いについて」（平成 27 年 10 月５日付 27 人委任第 80 号同意・承認）の一部を下記のとおり改

正する。 

記 

改 正 案 現 行 

オリンピック・パラリンピック等に選手等と

して参加する職員の職務専念義務の免除及

び給与の取扱いについて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （現行のとおり）

エ ア、イ及びウに該当する者（パラリ

ンピックに限る。）の指導を行う者又

は競技時における行動を補助する者

（以下「指導者等」という。）として

競技団体から証明を受けた者 

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手又は指導者

等として参加する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手又は指導

者等として参加する場合 

(3) （現行のとおり）

２ 給与上の取扱い 

  １（１）ア及びエに定める者が、同（２） 

アにより職務専念義務が免除された日及

オリンピック・パラリンピック等に選手とし

て参加する職員の職務専念義務の免除及び

給与の取扱いについて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （略）

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手として参加

する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手として参

加する場合 

(3) （略）

２ 給与上の取扱い 

  １（１）アに定める者が、同（２）アに 

より職務専念義務が免除された日及び時 

議 会
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び時間に限り、給与の減額を免除する。 

３ （現行のとおり） 

（削除） 

４ 実施時期 

平成 31 年４月１日 

間に限り、給与の減額を免除する。 

３ （略） 

４ 一般職非常勤職員に関する取扱い 

  一般職非常勤職員については、その勤務

形態等に鑑み、常勤職員とは異なる取扱い

をする必要があることから、以下のとおり

とする。また、「一般職非常勤職員の職務

専念義務の免除及び報酬減額の免除につ

いて」（平成 27年３月 24日付 26人委任第

175 号同意・承認）を別紙のとおり改正す

る。 

(1) 職務専念義務 免除しない

(2) 報酬減額 免除しない

５ 実施時期 

平成 30 年４月１日 
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  別 紙 

「オリンピック・パラリンピック等に選手として参加する職員の職務専念義務の免除及び給与の

取扱いについて」（平成 27 年 10 月５日付 27 人委任第 80 号同意・承認）の一部を下記のとおり改

正する。 

記 

改 正 案 現 行 

オリンピック・パラリンピック等に選手等と

して参加する職員の職務専念義務の免除及

び給与の取扱いについて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （現行のとおり）

エ ア、イ及びウに該当する者（パラリ

ンピックに限る。）の指導を行う者又

は競技時における行動を補助する者

（以下「指導者等」という。）として

競技団体から証明を受けた者 

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手又は指導者

等として参加する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手又は指導

者等として参加する場合 

(3) （現行のとおり）

２ 給与上の取扱い 

  １（１）ア及びエに定める者が、同（２） 

オリンピック・パラリンピック等に選手とし

て参加する職員の職務専念義務の免除及び

給与の取扱いについて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （略）

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手として参加

する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手として参

加する場合 

(3) （略）

２ 給与上の取扱い 

  １（１）アに定める者が、同（２）アに 

監 査
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アにより職務専念義務が免除された日及

び時間に限り、給与の減額を免除する。 

３ （現行のとおり） 

（削除） 

４ 実施時期 

平成 31 年４月１日 

より職務専念義務が免除された日及び時 

間に限り、給与の減額を免除する。 

３ （略） 

４ 一般職非常勤職員に関する取扱い 

  一般職非常勤職員については、その勤務

形態等に鑑み、常勤職員とは異なる取扱い

をする必要があることから、以下のとおり

とする。また、「一般職非常勤職員の職務

専念義務の免除及び報酬減額の免除につ

いて」（平成 27年３月 24日付 26人委任第

175 号同意・承認）を別紙のとおり改正す

る。 

(1) 職務専念義務 免除しない

(2) 報酬減額 免除しない

５ 実施時期 

平成 30 年４月１日 
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別 紙 

「オリンピック・パラリンピック等に選手として参加する職員の職務専念義務の免除及び給与の

取扱いについて」（平成 27 年 10 月５日付 27 人委任第 80 号同意・承認）の一部を下記のとおり改

正する。 

記 

改  正 案 現 行 

オリンピック・パラリンピック等に選手等と

して参加する職員の職務専念義務の免除及

び給与の取扱いについて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （現行のとおり）

エ ア、イ及びウに該当する者（パラリ

ンピックに限る。）の指導を行う者又

は競技時における行動を補助する者

（以下「指導者等」という。）として

競技団体から証明を受けた者 

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手又は指導者

等として参加する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手又は指導

者等として参加する場合 

(3) （現行のとおり）

２ 給与上の取扱い 

  １（１）ア及びエに定める者が、同（２） 

オリンピック・パラリンピック等に選手とし

て参加する職員の職務専念義務の免除及び

給与の取扱いについて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （略）

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手として参加

する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手として参

加する場合 

(3) （略）

２ 給与上の取扱い 

  １（１）アに定める者が、同（２）アに 

選挙管理委員会
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アにより職務専念義務が免除された日及

び時間に限り、給与の減額を免除する。 

３ （現行のとおり） 

（削除） 

４ 実施時期 

  平成 31 年４月１日 

より職務専念義務が免除された日及び時 

間に限り、給与の減額を免除する。 

３ （略） 

４ 一般職非常勤職員に関する取扱い 

  一般職非常勤職員については、その勤務

形態等に鑑み、常勤職員とは異なる取扱い

をする必要があることから、以下のとおり

とする。また、「一般職非常勤職員の職務

専念義務の免除及び報酬減額の免除につ

いて」（平成 27年３月 24日付 26人委任第

175 号同意・承認）を別紙のとおり改正す

る。 

(1) 職務専念義務 免除しない

(2) 報酬減額 免除しない

５ 実施時期 

  平成 30 年４月１日 
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  別 紙 

「オリンピック・パラリンピック等に選手として参加する職員の職務専念義務の免除及び給与の

取扱いについて」（平成 27 年 10 月５日付 27 人委任第 80 号同意・承認）の一部を下記のとおり改

正する。 

記 

改 正 案 現 行 

オリンピック・パラリンピック等に選手等と

して参加する職員の職務専念義務の免除及

び給与の取扱いについて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （現行のとおり）

エ ア、イ及びウに該当する者（パラリ

ンピックに限る。）の指導を行う者又

は競技時における行動を補助する者

（以下「指導者等」という。）として

競技団体から証明を受けた者 

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手又は指導者

等として参加する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手又は指導

者等として参加する場合 

(3) （現行のとおり）

２ 給与上の取扱い 

  １（１）ア及びエに定める者が、同（２） 

アにより職務専念義務が免除された日及

オリンピック・パラリンピック等に選手とし

て参加する職員の職務専念義務の免除及び

給与の取扱いについて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （略）

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手として参加

する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手として参

加する場合 

(3) （略）

２ 給与上の取扱い 

  １（１）アに定める者が、同（２）アに 

より職務専念義務が免除された日及び時 

人事委員会
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び時間に限り、給与の減額を免除する。 

３ （現行のとおり） 

（削除） 

４ 実施時期 

平成 31 年４月１日 

間に限り、給与の減額を免除する。 

３ （略） 

４ 一般職非常勤職員に関する取扱い 

  一般職非常勤職員については、その勤務

形態等に鑑み、常勤職員とは異なる取扱い

をする必要があることから、以下のとおり

とする。また、「一般職非常勤職員の職務

専念義務の免除及び報酬減額の免除につ

いて」（平成 27年３月 24日付 26人委任第

175 号同意・承認）を別紙のとおり改正す

る。 

(1) 職務専念義務 免除しない

(2) 報酬減額 免除しない

５ 実施時期 

平成 30 年４月１日 
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  別 紙 

「オリンピック・パラリンピック等に選手として参加する職員の職務専念義務の免除及び給与の

取扱いについて」（平成 27 年 10 月５日付 27 人委任第 80 号同意・承認）の一部を下記のとおり改

正する。 

記 

改 正 案 現 行 

オリンピック・パラリンピック等に選手等と

して参加する職員の職務専念義務の免除及

び給与の取扱いについて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （現行のとおり）

エ ア、イ及びウに該当する者（パラリ

ンピックに限る。）の指導を行う者又

は競技時における行動を補助する者

（以下「指導者等」という。）として

競技団体から証明を受けた者 

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手又は指導者

等として参加する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手又は指導

者等として参加する場合 

(3) （現行のとおり）

２ 給与上の取扱い 

  １（１）ア及びエに定める者が、同（２） 

アにより職務専念義務が免除された日及

オリンピック・パラリンピック等に選手とし

て参加する職員の職務専念義務の免除及び

給与の取扱いについて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （略）

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手として参加

する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手として参

加する場合 

(3) （略）

２ 給与上の取扱い 

  １（１）アに定める者が、同（２）アに 

より職務専念義務が免除された日及び時 

東京海区漁業調整委員会
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び時間に限り、給与の減額を免除する。 

３ （現行のとおり） 

４ 実施時期 

平成 31 年４月１日 

間に限り、給与の減額を免除する。 

３ （略） 

４ 実施時期 

平成 30 年４月１日 
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別 紙 

「オリンピック・パラリンピック等に選手として参加する職員の職務専念義務の免除及び給与の

取扱いについて」（平成 27 年 10 月５日付 27 人委任第 80 号同意・承認）の一部を下記のとおり改

正する。 

記 

改 正 案 現 行 

オリンピック・パラリンピック等に選手等と

して参加する職員の職務専念義務の免除及

び給与の取扱いについて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （現行のとおり）

エ ア、イ及びウに該当する者（パラリ

ンピックに限る。）の指導を行う者又

は競技時における行動を補助する者

（以下「指導者等」という。）として

競技団体から証明を受けた者 

(2) 内容

下記ア又はイに該当する場合で、公務

として取り扱うものを除く。 

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手又は指導者

等として参加する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手又は指導

者等として参加する場合 

(3) （現行のとおり）

オリンピック・パラリンピック等に選手とし

て参加する職員の職務専念義務の免除及び

給与の取扱いについて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （略）

(2) 内容

下記ア又はイに該当する場合で、公務

として取り扱うものを除く。 

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手として参加

する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手として参

加する場合 

(3) （略）

警視庁
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２ 給与上の取扱い 

  １（１）ア及びエに定める者が、同（２） 

アにより職務専念義務が免除された日及

び時間に限り、給与の減額を免除する。 

３ （現行のとおり） 

（削除） 

４ 実施時期 

平成 31 年４月１日 

２ 給与上の取扱い 

  １（１）アに定める者が、同（２）アに 

より職務専念義務が免除された日及び時 

間に限り、給与の減額を免除する。 

３ （略） 

４ 一般職非常勤職員に関する取扱い 

  一般職非常勤職員については、その勤務

形態等に鑑み、常勤職員とは異なる取扱い

をする必要があることから、以下のとおり

とする。また、「一般職非常勤職員の職務

専念義務の免除及び報酬減額の免除につ

いて」（平成 27年３月 24日付 26人委任第

175 号同意・承認）を別紙のとおり改正す

る。 

(1) 職務専念義務 免除しない

(2) 報酬減額 免除しない

５ 実施時期 

平成 30 年４月１日 
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  別 紙 

「オリンピック・パラリンピック等に選手として参加する職員の職務専念義務の免除及び給与の

取扱いについて」（平成 27 年 10 月５日付 27 人委任第 80 号同意・承認）の一部を下記のとおり改

正する。 

記 

改 正 案 現 行 

オリンピック・パラリンピック等に選手等と

して参加する職員の職務専念義務の免除及

び給与の取扱いについて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （現行のとおり）

エ ア、イ及びウに該当する者（パラリ

ンピックに限る。）の指導を行う者又

は競技時における行動を補助する者

（以下「指導者等」という。）として

競技団体から証明を受けた者 

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手又は指導者

等として参加する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手又は指導

者等として参加する場合 

(3) （現行のとおり）

２ 給与上の取扱い 

  １（１）ア及びエに定める者が、同（２） 

オリンピック・パラリンピック等に選手とし

て参加する職員の職務専念義務の免除及び

給与の取扱いについて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （略）

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手として参加

する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手として参

加する場合 

(3) （略）

２ 給与上の取扱い 

  １（１）アに定める者が、同（２）アに 

東京消防庁
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アにより職務専念義務が免除された日及

び時間に限り、給与の減額を免除する。 

３ （現行のとおり） 

（削除） 

４ 実施時期 

平成 31 年４月１日 

より職務専念義務が免除された日及び時 

間に限り、給与の減額を免除する。 

３ （略） 

４ 一般職非常勤職員に関する取扱い 

  一般職非常勤職員については、その勤務

形態等に鑑み、常勤職員とは異なる取扱い

をする必要があることから、以下のとおり

とする。また、「一般職非常勤職員の職務

専念義務の免除及び報酬減額の免除につ

いて」（平成 27年３月 24日付 26人委任第

175 号同意・承認）を別紙のとおり改正す

る。 

(1) 職務専念義務 免除しない

(2) 報酬減額 免除しない

５ 実施時期 

平成 30 年４月１日 
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別 紙 

「オリンピック・パラリンピック等に選手として参加する職員の職務専念義務の免除について」

（平成 27 年 10 月５日付 27 人委任第 80 号同意）の一部を下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現 行 

オリンピック・パラリンピック等に選手等と

して参加する職員の職務専念義務の免除に

ついて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （現行のとおり）

エ ア、イ及びウに該当する者（パラリ

ンピックに限る。）の指導を行う者又

は競技時における行動を補助する者

（以下「指導者等」という。）として

競技団体から証明を受けた者 

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手又は指導者

等として参加する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手又は指導

者等として参加する場合 

(3) （現行のとおり）

２ （現行のとおり） 

（削除） 

オリンピック・パラリンピック等に選手とし

て参加する職員の職務専念義務の免除につ

いて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （略）

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手として参加

する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手として参

加する場合 

(3) （略）

２ （略） 

３ 一般職非常勤職員に関する取扱い 

  一般職非常勤職員については、その勤務

交通局
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３ 実施時期 

平成 31 年４月１日 

形態等に鑑み、常勤職員とは異なる取扱い

をする必要があることから、以下のとおり

とする。また、「一般職非常勤職員の職務

専念義務の免除について」（平成 27 年３月

24 日付 26 人委任第 175 号同意）を別紙の

とおり改正する。 

職務専念義務 免除しない 

４ 実施時期 

平成 30 年４月１日 
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  別 紙 

「オリンピック・パラリンピック等に選手として参加する職員の職務専念義務の免除について」

（平成 27 年 10 月５日付 27 人委任第 80 号同意）の一部を下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現 行 

オリンピック・パラリンピック等に選手等と

して参加する職員の職務専念義務の免除に

ついて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （現行のとおり）

エ ア、イ及びウに該当する者（パラリ

ンピックに限る。）の指導を行う者又

は競技時における行動を補助する者

（以下「指導者等」という。）として

競技団体から証明を受けた者 

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手又は指導者

等として参加する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手又は指導

者等として参加する場合 

(3) （現行のとおり）

２ （現行のとおり） 

（削除） 

オリンピック・パラリンピック等に選手とし

て参加する職員の職務専念義務の免除につ

いて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （略）

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手として参加

する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手として参

加する場合 

(3) （略）

２ （略） 

３ 一般職非常勤職員に関する取扱い 

  一般職非常勤職員については、その勤務

水道局
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３ 実施時期 

平成 31 年４月１日 

形態等に鑑み、常勤職員とは異なる取扱い

をする必要があることから、以下のとおり

とする。また、「一般職非常勤職員の職務

専念義務の免除について」（平成 27 年３

月 24 日付 26 人委任第 175 号同意）を別紙

のとおり改正する。 

職務専念義務 免除しない 

４ 実施時期 

平成 30 年４月１日 
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  別 紙 

「オリンピック・パラリンピック等に選手として参加する職員の職務専念義務の免除について」

（平成 27 年 10 月５日付 27 人委任第 80 号同意）の一部を下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現 行 

オリンピック・パラリンピック等に選手等と

して参加する職員の職務専念義務の免除に

ついて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （現行のとおり）

エ ア、イ及びウに該当する者（パラリ

ンピックに限る。）の指導を行う者又

は競技時における行動を補助する者

（以下「指導者等」という。）として

競技団体から証明を受けた者 

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手又は指導者

等として参加する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手又は指導

者等として参加する場合 

(3) （現行のとおり）

２ （現行のとおり） 

（削除） 

オリンピック・パラリンピック等に選手とし

て参加する職員の職務専念義務の免除につ

いて 

１ 職務専念義務の免除の基準 

(1) 対象職員

アからウまで （略）

(2) 内容

ア オリンピック・パラリンピックの本

大会又は予選大会に選手として参加

する場合 

イ 公益財団法人日本オリンピック委

員会、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラリンピック委員会

又は競技団体からの招集を受けて、オ

リンピック・パラリンピックの本大会

又は予選大会への参加に密接に関連

する強化合宿、大会等に選手として参

加する場合 

(3) （略）

２ （略） 

３一般職非常勤職員に関する取扱い 

下水道局
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３ 実施時期 

平成 31 年４月１日 

  一般職非常勤職員については、その勤務

形態等に鑑み、常勤職員とは異なる取扱い

をする必要があることから、以下のとおり

とする。また、「一般職非常勤職員の職務

専念義務の免除について」（平成 27 年３

月 24 日付 26 人委任第 175 号同意）を別紙

のとおり改正する。 

職務専念義務 免除しない 

４ 実施時期 

平成 30 年４月１日 
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別 紙 

「一般職非常勤職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について」（平成27年３月24日付26人委任第175号同意・承認）の一部を下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現 行 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１ 対象職員 

  会計年度任用職員 

２ 職免承認事項における会計年度任用職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 会計年度任用職員が職免承認事項に該当する場合の報酬の減額免除の取扱い 

  別表の報酬減額欄の記載のとおり 

４ 改正理由 

  会計年度任用職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除及び報酬の減額免除につい

て、常勤職員等とは異なる特別な定めをする必要があるため。 

５ 改正年月日 

平成 32 年４月１日（ただし、別表項番 18 に関する改正については平成 31 年４月１日） 

一般職非常勤職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１ 対象職員 

一般職非常勤職員（地方公務員法第 28 条の５第１項に規定する短時間の勤務の職を占める職員を除く。） 

２ 職免承認事項における一般職非常勤職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 一般職非常勤職員が職免承認事項に該当する場合の報酬の減額免除の取扱い 

  別表の報酬減額欄の記載のとおり 

４ 改正理由 

  一般職非常勤職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除及び報酬の減額免除につい

て、常勤職員等とは異なる特別な定めをする必要があるため。 

５ 改正年月日 

平成 30 年４月１日 

知　事
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【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から

16まで 
（現行のとおり） 

17 18人委任 

第163号 

職員団体の活動に従事

する職員の職務専念義

務の免除について 

免除する 

ただし、一年度につき以下の所

定勤務日数に応じた日数の範囲

内とし、月４日未満又は年48日

未満の場合は免除しない。 

ア 週４日以上、月15日以上又

は年169日以上の場合 23日 

イ 週３日、月11日から14日ま

で又は年121日から168日まで

の場合 12日 

ウ 週２日、月７日から10日ま

で又は年 73日から 120日まで

の場合 ７日 

エ 週１日、月４日から６日ま

で又は年48日から72日までの

場合 ２日 

免除しない 

18 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリ

ンピック等に選手等と

して参加する職員の職

務専念義務の免除及び

給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から

16まで 
（略） 

17 18人委任 

第163号 

職員団体の活動に従事

する職員の職務専念義

務の免除について 

免除する 

ただし、一年度につき月15日及

び16日勤務の場合は23日以内、

月11日から14日勤務の場合は

12日以内 

免除しない 

18 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリ

ンピック等に選手とし

て参加する職員の職務

専念義務の免除及び給

与の取扱いについて  

免除しない 免除しない 
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別 紙 

「一般職非常勤職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について」（平成２７年３月２４日付２６人委任第１７５号同意・承認）の一部を下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現 行 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１ 対象職員 

  会計年度任用職員（都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例（昭和４９年東京都条例第３

０号）第２条第３項に規定する日勤講師を除く。） 

２ 職免承認事項における会計年度任用職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 会計年度任用職員が職免承認事項に該当する場合の報酬の減額免除の取扱い 

  別表の報酬減額欄の記載のとおり 

４ 申請理由 

  会計年度任用職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除及び報酬の減額免除に

ついて、常勤職員等とは異なる特別な定めをする必要があるため。 

５ 改正年月日 

平成３２年４月１日（ただし、別表項番２１に関する改正については平成３１年４月１日） 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から

19まで 
（現行のとおり） 

一般職非常勤職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１ 対象職員 

  一般職非常勤職員（都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例（昭和４９年東京都条例第３

０号）第２条第３項に規定する日勤講師及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の

５第１項に規定する短時間の勤務の職を占める職員を除く。） 

２ 職免承認事項における一般職非常勤職員の取扱い 

別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 一般職非常勤職員が職免承認事項に該当する場合の報酬の減額免除の取扱い 

  別表の報酬減額欄の記載のとおり 

４ 申請理由 

  一般職非常勤職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除及び報酬の減額免除に

ついて、常勤職員等とは異なる特別な定めをする必要があるため。 

５ 改正年月日 

平成３０年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から

19まで 
（略） 

教育委員会
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20 18人委任 

第163号 

職員団体の活動に従事する

職員の職務専念義務の免除

について 

免除する 

ただし、一年度につき以

下の所定勤務日数に応

じた日数の範囲内とし、

月４日未満又は年 48日

未満の場合は免除しな

い。 

ア 週４日以上、月15日

以上又は年169日以上

の場合 23日 

イ 週３日、月11日から

14日まで又は年121日

から168日までの場合 

12日 

ウ 週２日、月７日から

10日まで又は年 73日

から120日までの場合 

７日 

エ 週１日、月４日から

６日まで又は年 48日

から72日までの場合 

２日 

免除しない 

21 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリンピッ

ク等に選手等として参加す

る職員の職務専念義務の免

除及び給与の取扱いについ

て 

免除しない 免除しない 

20 18人委任 

第163号 

職員団体の活動に従事する

職員の職務専念義務の免除

について 

免除する 

ただし、一年度につき月

15日及び 16日勤務の場

合は23日以内、月11日か

ら 14日勤務の場合は 12

日以内 

免除しない 

21 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリンピッ

ク等に選手として参加する

職員の職務専念義務の免除

及び給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 
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別 紙 

「一般職非常勤職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について」（平成27年３月24日付26人委任第175号同意・承認）の一部を下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現 行 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１ 対象職員 

  会計年度任用職員 

２ 職免承認事項における会計年度任用職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 会計年度任用職員が職免承認事項に該当する場合の報酬の減額免除の取扱い 

  別表の報酬減額欄の記載のとおり 

４ 改正理由 

  会計年度任用職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除及び報酬の減額免除につい

て、常勤職員等とは異なる特別な定めをする必要があるため。 

５ 改正年月日 

平成 32 年４月１日（ただし、別表項番 14 に関する改正については平成 31 年４月１日） 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から

12まで 
（現行のとおり） 

13 18人委任 

第163号 

職員団体の活動に従事

する職員の職務専念義

務の免除について 

免除する 

ただし、一年度につき以下の所

定勤務日数に応じた日数の範囲

内とし、月４日未満又は年48日

未満の場合は免除しない。 

ア 週４日以上、月15日以上又

は年169日以上の場合 23日 

イ 週３日、月11日から14日ま

で又は年121日から168日まで

の場合 12日 

免除しない 

一般職非常勤職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１ 対象職員 

一般職非常勤職員（地方公務員法第 28 条の５第１項に規定する短時間の勤務の職を占める職員を除く。） 

２ 職免承認事項における一般職非常勤職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 一般職非常勤職員が職免承認事項に該当する場合の報酬の減額免除の取扱い 

  別表の報酬減額欄の記載のとおり 

４ 改正理由 

  一般職非常勤職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除及び報酬の減額免除につい

て、常勤職員等とは異なる特別な定めをする必要があるため。 

５ 改正年月日 

平成 30 年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から

12まで 
（略） 

13 18人委任 

第163号 

職員団体の活動に従事

する職員の職務専念義

務の免除について 

免除する 

ただし、一年度につき月15日及

び16日勤務の場合は23日以内、

月11日から14日勤務の場合は

12日以内 

免除しない 

議　会
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ウ 週２日、月７日から10日ま

で又は年 73日から 120日まで

の場合 ７日 

エ 週１日、月４日から６日ま

で又は年48日から72日までの

場合 ２日 

14 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリ

ンピック等に選手等と

して参加する職員の職

務専念義務の免除及び

給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 14 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリ

ンピック等に選手とし

て参加する職員の職務

専念義務の免除及び給

与の取扱いについて  

免除しない 免除しない 
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別 紙 

「一般職非常勤職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について」（平成27年３月24日付26人委任第175号同意・承認）の一部を下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現 行 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１ 対象職員 

  会計年度任用職員 

２ 職免承認事項における会計年度任用職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 会計年度任用職員が職免承認事項に該当する場合の報酬の減額免除の取扱い 

  別表の報酬減額欄の記載のとおり 

４ 改正理由 

  会計年度任用職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除及び報酬の減額免除につい

て、常勤職員等とは異なる特別な定めをする必要があるため。 

５ 改正年月日 

平成 32 年４月１日（ただし、別表項番 13 に関する改正については平成 31 年４月１日） 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から

11まで 
（現行のとおり） 

12 18人委任 

第163号 

職員団体の活動に従事

する職員の職務専念義

務の免除について 

免除する 

ただし、一年度につき以下の所

定勤務日数に応じた日数の範囲

内とし、月４日未満又は年48日

未満の場合は免除しない。 

ア 週４日以上、月15日以上又

は年169日以上の場合 23日 

イ 週３日、月11日から14日ま

で又は年121日から168日まで

の場合 12日 

ウ 週２日、月７日から10日ま

で又は年 73日から 120日まで

免除しない 

一般職非常勤職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１ 対象職員 

一般職非常勤職員（地方公務員法第 28 条の５第１項に規定する短時間の勤務の職を占める職員を除く。） 

２ 職免承認事項における一般職非常勤職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 一般職非常勤職員が職免承認事項に該当する場合の報酬の減額免除の取扱い 

  別表の報酬減額欄の記載のとおり 

４ 改正理由 

  一般職非常勤職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除及び報酬の減額免除につい

て、常勤職員等とは異なる特別な定めをする必要があるため。 

５ 改正年月日 

平成 30 年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から

11まで 
（略） 

12 18人委任 

第163号 

職員団体の活動に従事

する職員の職務専念義

務の免除について 

免除する 

ただし、一年度につき月15日及

び16日勤務の場合は23日以内、

月11日から14日勤務の場合は

12日以内 

免除しない 

監　査
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の場合 ７日 

エ 週１日、月４日から６日ま

で又は年48日から72日までの

場合 ２日 

13 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリ

ンピック等に選手等と

して参加する職員の職

務専念義務の免除及び

給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 13 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリ

ンピック等に選手とし

て参加する職員の職務

専念義務の免除及び給

与の取扱いについて  

免除しない 免除しない 
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「一般職非常勤職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について」（平成27年３月24日付26人委任第175号同意・承認）の一部を下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現 行 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１ 対象職員 

  会計年度任用職員 

２ 職免承認事項における会計年度任用職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 会計年度任用職員が職免承認事項に該当する場合の報酬の減額免除の取扱い 

  別表の報酬減額欄の記載のとおり 

４ 改正理由 

  会計年度任用職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除及び報酬の減額免除に

ついて、常勤職員等とは異なる特別な定めをする必要があるため。 

５ 改正年月日 

平成 32 年４月１日（ただし、別表項番 13 に関する改正については平成 31 年４月１日） 

【別表】 

項番 
承認番号

等 
項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から

11まで 
（現行のとおり） 

12 18人委任 

第163号 

職員団体の活動に従事

する職員の職務専念義

務の免除について 

免除する 

ただし、一年度につき以下の

所定勤務日数に応じた日数

の範囲内とし、月４日未満又

は年 48日未満の場合は免除

しない。 

ア 週４日以上、月15日以上

又は年169日以上の場合 23

日 

イ 週３日、月11日から14日

まで又は年 121日から 168日

免除しない 

一般職非常勤職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１ 対象職員 

一般職非常勤職員（地方公務員法第 28 条の５第１項に規定する短時間の勤務の職を占める職員を除

く） 

２ 職免承認事項における一般職非常勤職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 一般職非常勤職員が職免承認事項に該当する場合の報酬の減額免除の取扱い 

  別表の報酬減額欄の記載のとおり 

４ 改正理由 

  一般職非常勤職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除及び報酬の減額免除に

ついて、常勤職員等とは異なる特別な定めをする必要があるため。 

５ 改正年月日 

平成 30 年４月１日 

【別表】 

項番 
承認番号

等 
項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から

11まで 
（略） 

12 18人委任 

第163号 

職員団体の活動に従事

する職員の職務専念義

務の免除について 

免除する 

ただし、一年度につき月15日

及び16日勤務の場合は23日以

内、月11日から14日勤務の場

合は12日以内 

免除しない 

別 紙 

選挙管理委員会
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までの場合 12日 

ウ 週２日、月７日から10日

まで又は年73日から120日ま

での場合 ７日 

エ 週１日、月４日から６日

まで又は年 48日から 72日ま

での場合 ２日 

13 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリン

ピック等に選手等とし

て参加する職員の職務

専念義務の免除及び給

与の取扱いについて  

免除しない 免除しない 13 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリ

ンピック等に選手とし

て参加する職員の職務

専念義務の免除及び給

与の取扱いについて  

免除しない 免除しない 
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別 紙 

「一般職非常勤職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について」（平成27年３月24日付26人委任第175号同意・承認）の一部を下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現 行 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１ 対象職員 

  会計年度任用職員 

２ 職免承認事項における会計年度任用職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 会計年度任用職員が職免承認事項に該当する場合の報酬の減額免除の取扱い 

  別表の報酬減額欄の記載のとおり 

４ 改正理由 

  会計年度任用職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除及び報酬の減額免除につい

て、常勤職員等とは異なる特別な定めをする必要があるため。 

５ 改正年月日 

平成 32 年４月１日（ただし、別表項番 13 に関する改正については平成 31 年４月１日） 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から

11まで 
（現行のとおり） 

12 18人委任 

第163号 

職員団体の活動に従事

する職員の職務専念義

務の免除について 

免除する 

ただし、一年度につき以下の所

定勤務日数に応じた日数の範囲

内とし、月４日未満又は年48日

未満の場合は免除しない。 

ア 週４日以上、月15日以上又

は年169日以上の場合 23日 

イ 週３日、月11日から14日ま

で又は年121日から168日まで

の場合 12日 

ウ 週２日、月７日から10日ま

免除しない 

一般職非常勤職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１ 対象職員 

一般職非常勤職員（地方公務員法第 28 条の５第１項に規定する短時間の勤務の職を占める職員を除く。） 

２ 職免承認事項における一般職非常勤職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 一般職非常勤職員が職免承認事項に該当する場合の報酬の減額免除の取扱い 

  別表の報酬減額欄の記載のとおり 

４ 改正理由 

  一般職非常勤職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除及び報酬の減額免除につい

て、常勤職員等とは異なる特別な定めをする必要があるため。 

５ 改正年月日 

平成 30 年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から

11まで 
（略） 

12 18人委任 

第163号 

職員団体の活動に従事

する職員の職務専念義

務の免除について 

免除する 

ただし、一年度につき月15日及

び16日勤務の場合は23日以内、

月11日から14日勤務の場合は

12日以内 

免除しない 

人事委員会
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で又は年 73日から 120日まで

の場合 ７日 

エ 週１日、月４日から６日ま

で又は年48日から72日までの

場合 ２日 

13 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリ

ンピック等に選手等と

して参加する職員の職

務専念義務の免除及び

給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 13 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリ

ンピック等に選手とし

て参加する職員の職務

専念義務の免除及び給

与の取扱いについて  

免除しない 免除しない 
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別 紙 

「一般職非常勤職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について」（平成27年３月24日付26人委任第175号同意・承認）の一部を下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現 行 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１ 対象職員 

  会計年度任用職員 

２ 職免承認事項における会計年度任用職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 会計年度任用職員が職免承認事項に該当する場合の報酬の減額免除の取扱い 

  別表の報酬減額欄の記載のとおり 

４ 改正理由 

  会計年度任用職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除及び報酬の減額免除につい

て、常勤職員等とは異なる特別な定めをする必要があるため。 

５ 改正年月日 

平成 32 年４月１日（ただし、別表項番６に関する改正については平成 31 年４月１日） 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から

５まで 
（現行のとおり） 

６ 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリ

ンピック等に選手等と

して参加する職員の職

務専念義務の免除及び

給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

一般職非常勤職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１ 対象職員 

一般職非常勤職員（地方公務員法第 28 条の５第１項に規定する短時間の勤務の職を占める職員を除く。） 

２ 職免承認事項における一般職非常勤職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 一般職非常勤職員が職免承認事項に該当する場合の報酬の減額免除の取扱い 

  別表の報酬減額欄の記載のとおり 

４ 改正理由 

  一般職非常勤職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除及び報酬の減額免除につい

て、常勤職員等とは異なる特別な定めをする必要があるため。 

５ 改正年月日 

平成 28 年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から

５まで 
（略） 

６ 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリ

ンピック等に選手とし

て参加する職員の職務

専念義務の免除及び給

与の取扱いについて  

免除しない 免除しない 

警視庁
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別 紙 

「一般職非常勤職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について」（平成27年３月24日付26人委任第175号同意・承認）の一部を下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現 行 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１ 対象職員 

  会計年度任用職員 

２ 職免承認事項における会計年度任用職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 会計年度任用職員が職免承認事項に該当する場合の報酬の減額免除の取扱い 

  別表の報酬減額欄の記載のとおり 

４ 改正理由 

  会計年度任用職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除及び報酬の減額免除につい

て、常勤職員等とは異なる特別な定めをする必要があるため。 

５ 改正年月日 

平成 32 年４月１日（ただし、別表項番９に関する改正については平成 31 年４月１日） 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から

８まで 
（現行のとおり） 

９ 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリ

ンピック等に選手等と

して参加する職員の職

務専念義務の免除及び

給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

一般職非常勤職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１ 対象職員 

一般職非常勤職員（地方公務員法第 28 条の５第１項に規定する短時間の勤務の職を占める職員を除く。） 

２ 職免承認事項における一般職非常勤職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 一般職非常勤職員が職免承認事項に該当する場合の報酬の減額免除の取扱い 

  別表の報酬減額欄の記載のとおり 

４ 改正理由 

  一般職非常勤職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除及び報酬の減額免除につい

て、常勤職員等とは異なる特別な定めをする必要があるため。 

５ 改正年月日 

平成 28 年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から

８まで 
（略） 

９ 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリ

ンピック等に選手とし

て参加する職員の職務

専念義務の免除及び給

与の取扱いについて  

免除しない 免除しない 

東京消防庁
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別 紙 

「一般職非常勤職員の職務専念義務の免除について」（平成27年３月24日付26人委任第175号同意）の一部を下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現 行 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除について 

１ 対象職員 

  会計年度任用職員 

２ 職免承認事項における会計年度任用職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 改正理由 

  会計年度任用職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除について、常勤職員等とは

異なる特別な定めをする必要があるため。 

４ 改正年月日 

平成 32 年４月１日（ただし、別表項番 16 に関する改正については平成 31 年４月１日） 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 

１から

14まで 
（現行のとおり） 

15 18人委任 

第163号 

労働組合の活動に従事する職

員の職務専念義務の免除につ

いて 

免除する 

ただし、一年度につき以下の所定勤務

日数に応じた日数の範囲内とし、月４

日未満又は年 48日未満の場合は免除

しない。 

ア 週４日以上、月 15日以上又は年

169日以上の場合 23日 

イ 週３日、月11日から14日まで又は

年 121日から 168日までの場合  12

日 

ウ 週２日、月７日から10日まで又は

年73日から120日までの場合 ７日 

エ 週１日、月４日から６日まで又は

年48日から72日までの場合 ２日 

一般職非常勤職員の職務専念義務の免除について 

１ 対象職員 

一般職非常勤職員（地方公務員法第 28 条の５第１項に規定する短時間の勤務の職を占める職員を除く。） 

２ 職免承認事項における一般職非常勤職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 改正理由 

  一般職非常勤職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除について、常勤職員等とは

異なる特別な定めをする必要があるため。 

４ 改正年月日 

平成 30 年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 

１から

14まで 
（略） 

15 18人委任 

第163号 

労働組合の活動に従事する職

員の職務専念義務の免除につ

いて 

免除する 

ただし、一年度につき月15日及び16日

勤務の場合は23日以内、月11日から14

日勤務の場合は12日以内 

交通局
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16 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリンピッ

ク等に選手等として参加する

職員の職務専念義務の免除に

ついて  

免除しない 16 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリンピッ

ク等に選手として参加する職

員の職務専念義務の免除につ

いて  

免除しない 
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別 紙 

「一般職非常勤職員の職務専念義務の免除について」（平成27年３月24日付26人委任第175号同意）の一部を下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現 行 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除について 

１ 対象職員 

  会計年度任用職員 

２ 職免承認事項における会計年度任用職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 改正理由 

  会計年度任用職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除について、常勤職員等とは

異なる特別な定めをする必要があるため。 

４ 改正年月日 

平成 32 年４月１日（ただし、別表項番 16 に関する改正については平成 31 年４月１日） 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 

１から

14まで 
（現行のとおり） 

15 18人委任 

第163号 

労働組合の活動に従事

する職員の職務専念義

務の免除について 

免除する 

ただし、一年度につき以下の所定勤務日数に応

じた日数の範囲内とし、月４日未満又は年48日

未満の場合は免除しない。 

ア 週４日以上、月15日以上又は年169日以上

の場合 23日 

イ 週３日、月11日から14日まで又は年121日

から168日までの場合 12日 

ウ 週２日、月７日から10日まで又は年73日か

ら120日までの場合 ７日 

エ 週１日、月４日から６日まで又は年48日か

ら72日までの場合 ２日 

一般職非常勤職員の職務専念義務の免除について 

１ 対象職員 

一般職非常勤職員（地方公務員法第 28 条の５第１項に規定する短時間の勤務の職を占める職員を除く。） 

２ 職免承認事項における一般職非常勤職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 改正理由 

  一般職非常勤職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除について、常勤職員等とは

異なる特別な定めをする必要があるため。 

４ 改正年月日 

平成 30 年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 

１から

14まで 
（略） 

15 18人委任 

第163号 

労働組合の活動に従事

する職員の職務専念義

務の免除について 

免除する 

ただし、一年度につき月15日及び16日勤務の

場合は23日以内、月11日から14日勤務の場合

は12日以内 

水道局
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16 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリ

ンピック等に選手等と

して参加する職員の職

務専念義務の免除につ

いて  

免除しない 16 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリ

ンピック等に選手とし

て参加する職員の職務

専念義務の免除につい

て  

免除しない 
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別 紙 

「一般職非常勤職員の職務専念義務の免除について」（平成27年３月24日付26人委任第175号同意）の一部を下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現 行 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除について 

１ 対象職員 

  会計年度任用職員 

２ 職免承認事項における会計年度任用職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 改正理由 

  会計年度任用職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除について、常勤職員等とは

異なる特別な定めをする必要があるため。 

４ 改正年月日 

平成 32 年４月１日（ただし、別表項番 16 に関する改正については平成 31 年４月１日） 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 

１から

14まで 
（現行のとおり） 

15 18人委任 

第163号 

労働組合の活動に従事

する職員の職務専念義

務の免除について 

免除する 

ただし、一年度につき以下の所定勤務日数に応

じた日数の範囲内とし、月４日未満又は年48日

未満の場合は免除しない。 

ア 週４日以上、月15日以上又は年169日以上

の場合 23日 

イ 週３日、月11日から14日まで又は年121日

から168日までの場合 12日 

ウ 週２日、月７日から10日まで又は年73日か

ら120日までの場合 ７日 

エ 週１日、月４日から６日まで又は年48日か

ら72日までの場合 ２日 

16 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリ

ンピック等に選手等と

免除しない 

一般職非常勤職員の職務専念義務の免除について 

１ 対象職員 

一般職非常勤職員（地方公務員法第 28 条の５第１項に規定する短時間の勤務の職を占める職員を除く。） 

２ 職免承認事項における一般職非常勤職員の取扱い 

  別表の職務専念義務欄の記載のとおり 

３ 改正理由 

  一般職非常勤職員については、その勤務形態等に鑑み、職務専念義務の免除について、常勤職員等とは

異なる特別な定めをする必要があるため。 

４ 改正年月日 

平成 30 年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 

１から

14まで 
（略） 

15 18人委任 

第163号 

労働組合の活動に従事

する職員の職務専念義

務の免除について 

免除する 

ただし、一年度につき月15日及び16日勤務の

場合は23日以内、月11日から14日勤務の場合

は12日以内 

16 27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリ

ンピック等に選手とし

免除しない 

下水道局
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して参加する職員の職

務専念義務の免除につ

いて  

て参加する職員の職務

専念義務の免除につい

て  
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